
                

（人事委員会又は公平委員会の権限） 

第八条 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。 

二 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する

制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者

に提出すること。 

五 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び

長に勧告すること。 

 

（情勢適応の原則） 

第十四条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件

が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。 

２ 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び

長に勧告することができる。 

 

（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準） 

第二十四条 

２ 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給

与その他の事情を考慮して定められなければならない。 

４ 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公

共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。 

 

（給料表に関する報告及び勧告） 

第二十六条 人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地

方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化によ

り、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な

勧告をすることができる。 

 

地方公務員法（抜粋） 


